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平成 30年７月豪雨及び台風第 12号に伴う岩手県応援本部の対応状況 

 

                     平成 30年７月 30 日 14時 00分現在 

                     岩手県総務部総合防災室 防災危機管理担当 

                     電話 019（629）5155、5165 

 

平成 30年７月豪雨により甚大な被害を受けた被災道府県を支援するため、７月 10日 10時 00分

に「平成 30年７月豪雨に係る岩手県応援本部」を設置し、情報収集等を行っていますが、30日 14

時 00分現在の対応状況についてお知らせします。（下線部分が前回からの変更） 

 

１ 大雨の発生状況 

(1) ６月 28日以降の台風第７号や梅雨前線の影響により、西日本を中心に全国的に広い範囲で

豪雨が発生。 

 (2) ７月 25日（水）に発生した台風第 12号は先日の豪雨による被災地を含む西日本に大雨をも

たらした。 

 

２ 被害状況（７月 30日７時 45分現在 消防庁調べ） 

(1)  人的被害（１都２府 24県） 

   死者 220名（広島県 108名、岡山県 61名、愛媛県 26名等）、行方不明者９名、重傷者 64名、

軽傷者 306名 

(2)  物的被害（１都１道２府 32県） 

   全壊 3,758棟（岡山県 2,893棟、広島県 540棟、愛媛県 185棟等）、半壊 3,622棟、一部損

壊 2,152棟、床上浸水 14,159棟、床下浸水 20,841棟 

(3)  避難所・避難者数（１府 11県）（７月 30日６時時点） 

   避難所 991箇所（広島県 492所、愛媛県 268箇所、福岡県 115箇所等）、避難者数 10,862人 

 

３ 全国知事会の対応（詳細は別紙のとおり） 

 (1) 体制  

７月 ７日 災害対策都道府県連絡本部を設置し、情報収集を開始 

７月 11日 全国知事会現地連絡本部を広島県庁に設置 

７月 18日 応援職員の派遣調整を災害対策都道府県連絡本部に一元化 

 (2)  対口支援の状況 

27 日 13 時時点で、指定都市を含めた対口支援団体の応援職員の派遣総数は、被災 18 市町

村に対し 25都道府県市から 466名、災害マネジメント総括支援員の派遣は６市町村に対し６

県市から６名となっている。 
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４ 本県の対応 

  ７ 月 ８ 日 厚生労働省から県に対し保健師派遣調整の要請あり。 

  ７ 月 ９ 日 厚生労働省に対し保健師派遣が可能である旨回答（その後、厚生労働省から現 

時点で派遣要請はしないと連絡あり。） 

  ７月 10 日 厚生労働省から県に対しＤＭＡＴの派遣要請あり。 

        医大に対し１隊を派遣要請し、岡山県に派遣 

        平成 30年７月豪雨に係る岩手県応援本部を設置 

        庁内連絡会議を開催し、関係各部との情報共有と今後の対応を確認 

        岡山県社会福祉協議会から岩手県社会福祉協議会に対し、「岡山県災害派遣福祉 

チーム」の活動を支援するため職員派遣調整の要請あり。 

  ７月 11 日 経済産業省から県に対し給水車の保有状況について照会があり、同省に対し県内

における給水車の状況（盛岡市等 19台）を回答（その後、経済産業省から派遣要請

なし。） 

        岩手県社会福祉協議会等から岡山県社会福祉協議会に対し職員２名を派遣 

  ７月 12 日 県ホームページ内で、義援金募集の情報を掲載し、県民に周知を開始 

        全国知事会から県に対し給水車の提供について照会があり、今回の要請期限まで

の対応は困難だが、次回要請に対応できるように準備すると回答（その後、全国知

事会から今回は手配が付いた旨連絡あり。） 

 ７月 13 日 国土交通省から県に対し応急仮設住宅建設に係る職員の派遣について照会があ 

り、愛媛県庁へ県職員２名を派遣することとした。 

広島県公安委員から警察庁を通じ、岩手県警に広域緊急援助隊等の派遣要請あり。 

  ７月 14 日 厚生労働省から県に対し岡山県に災害派遣福祉チームの派遣要請あり,派遣が可

能である旨回答 

  ７月 15 日 岡山県に派遣された医大のＤＭＡＴ３名が帰還 

        岩手県警広域緊急援助隊等 27名が広島県に向け出発 

  ７月 16 日 応急仮設住宅建設のため県職員２名が愛媛県庁に向け出発 

        岡山県への「岩手県災害派遣福祉チーム」の派遣を決定（県内の社会福祉事業 

所の職員４名が 18日に出発し、倉敷市で活動予定） 

  ７月 17 日 岡山県社会福祉協議会に派遣している職員２名のうち、県内の社会福祉事業所の 

職員１名が帰還 

  ７月 18 日 「岩手県災害派遣福祉チーム」の職員４名が岡山県倉敷市に向け出発 

        厚生労働省から県に対し保健師等の派遣要請あり。 

        全国知事会から県に対しスクールカウンセラー等（教育委員会の職員）の派遣照

会あり。 

  ７月 19 日 愛媛県大洲市へ保健師チーム４人の派遣を決定 
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 ７月 20 日 岡山県へ「岩手県災害派遣福祉チーム」（第２班）の派遣を決定 

スクールカウンセラー等（教育委員会の職員）の派遣を決定 

岡山県で活動した社会福祉協議会１名が帰還 

 ７月 22 日 「岩手県災害派遣福祉チーム」第２班（４名）岡山県へ出発 

７ 月 23 日 岩手県保健師チーム（保健師２名・連絡調整員等２名）が愛媛県に向け出発 

農林水産省から農業用ため池の緊急点検の実施に要する派遣要請があり職員 1

名の派遣を決定 

７ 月 24 日 全国知事会から中国地方知事会の要請を受け、復旧・復興のための派遣可能職

員数の照会があり、現在検討中 

岡山県に派遣された「岩手県災害派遣福祉チーム」の第１班４名が帰県 

７ 月 25 日 教育委員会(研修指導主事(臨床心理士）、指導主事)２名が広島県に向け出発 

岩手県警広域緊急援助隊等 27名が広島県から帰還 

  ７ 月 28 日 岩手県災害派遣福祉チーム第２班４名が岡山県から帰還 

  ７ 月 29 日 農業用ため池緊急点検の実施に係る職員１名が岡山県に向け出発 

  ７ 月 30 日 国土交通省東北地方整備局から被災者の受け入れ先として公営住宅棟提供可能

戸数の照会があり、35戸の県営住宅等を無償で提供できることを回答 

 

５ 岩手県ＤＭＡＴの活動状況 

  岩手医大チームは、7 月 10 日 16 時 15 分に岡山県庁に到着し、11 日から岡山県庁に医師、業

務調整員 1名及び倉敷保健所に業務調整員 1名が配属となり活動。7月 13日に医師１名が、７月

14日に業務調整員２名が活動を終了し、７月 15日に帰還 

 

６ 岩手県社会福祉協議会等の活動状況 

(1)  ７月 11日 21時 30分に倉敷市に到着し、12日から倉敷市立岡田小学校で岡山県災害派遣福

祉チームの活動を支援し 20日活動を終了し帰還 

(2)   ７月 18日に出発した「岩手県災害派遣福祉チーム」の第１班４名は、岡山県倉敷市の薗（そ

の）小学校で活動中。７月 20日岡山県倉敷市岡田小学校で要介護者のニーズの把握及び応急

支援、相談支援などを実施し、24日活動を終了し帰還 

(3)  ７月 22日に出発した第２班は、第１班の任務を引継ぎ、支援活動を実施し、28日活動終了

し帰還 

 

７ 応急仮設住宅整備支援職員の活動状況 

 ７月 16日 16時に職員２名が愛媛県庁に到着し、打合せを実施。17日から西予市、大洲市、宇

和島市、今治市等で現地調査及び現場立会、検査、図面確認作業等を実施し、７月 28日終了し帰

還 
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８ 岩手県警広域緊急援助隊等の活動状況 

７月 16日に広島県に到着し、17日から広島市安芸区で捜索活動を実施。23日に活動を終了し、 

25日帰還 

 

９ 岩手県保健師チームの活動状況 

７月 23日に愛媛県に到着し、24日から大洲市において健康相談・健康チェック・避難所の衛 

生対策等、支援活動を実施 

 

10 岩手県教育委員会の活動状況 

 ７月 25日に広島県に到着し、26日から職員２名（研修指導主事（臨床心理士）及び指導主事） 

が県立呉昭和高等学校において、児童・生徒のカウンセラー及び教職員の相談対応等支援活動を 

実施 

 

11 農業用ため池緊急点検の実施に係る職員の活動状況 

 岡山県に到着し、30日から活動開始予定 

 

12 その他 

(1) 募金、ボランティア等の募集状況 

ア 募金については、７月 11日(水)に、地域福祉課ホームページ内の「日本赤十字社義援金・

救援金募集について」のページにて、「平成 30年７月豪雨災害義援金」の受付期間や受付口

座等の情報を掲載し、広く県民への周知を行っている。 

イ 災害ボランティアについては、被災地の市町村社会福祉協議会と連携してホームページを

通じた県民への周知を行っている。 

ウ 岩手県競馬組合において、７月 28日から 30日までの３日間で売得金の一部（１％）を義

援金とする「西日本豪雨被災者支援競走」を開催することとした。また、７月 21 日から８

月 31日までの間、岩手競馬の各施設に募金箱を設置し、募金の受付を行っている。 

(2) 市町村及び関係機関の対応状況 

ア 市町村 

   (ｱ) 岩泉町が７月 10日に応援本部を設置。7月 12日に土のう袋 2000枚を広島県東広島市社

会福祉協議会に送付 

 (ｲ) 遠野市が７月９日タオル 2,400枚、土のう袋 1,000 を被災地ＮＧＯ協働センター（兵庫県） 

へ送付（その後広島県に届けられた） 

 17日にタオル 3,000枚を呉市社会福祉協議会へ、土のう袋 3,200呉市役所へ送付 

   (ｳ)  陸前高田市が７月 19日から 20日までの間、岐阜県関市へ職員２名を派遣し支援活動を

実施 

(ｴ)  久慈市が７月 11日に土のう袋 3000枚を広島県広島市に送付 
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(ｵ) 盛岡市が中核市市長会の要請により 7月 26日から 8月 31日までの間、岡山県倉敷市へ

職員（のべ３名）を派遣 

イ 陸上自衛隊岩手駐屯地 

(ｱ) ７月９日 14時に防衛省の命令により広島県海田市駐屯地に隊員 50名を派遣 

(ｲ) 広島県三原市で給水支援 

ウ 岩手河川国道事務所    

    ７月 12日（木）10時に災害対策支援支部（警戒体制）を設置し、緊急災害対策派遣隊（テ

ックフォース）８人を岡山県内に派遣し、20日活動を終了し帰還 


